
 

－1－ 

令和４年度 第１回住吉区防災専門会議 

令和４年６月29日（水） 

 

 

【大宅地域課長代理】  皆さん、こんばんは。ただいまより令和４年度第１回住吉区防

災専門会議を開催させていただきます。 

 例年になく、梅雨がもう明けたということで、14日間の短い梅雨だったということです

が、昨日テレビを見ていましたら、７月にはやっぱり梅雨が明けたといえども大雨とか豪

雨が降る可能性が高いということも言われています。また、今日、専門会議において水害

のことも含めて議論していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 私は本日の司会を務めさせていただきます地域課長代理の大宅と申します。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 それでは、初めに平澤区長からご挨拶申し上げます。 

【平澤区長】  皆さん、こんばんは。 

 区長の平澤です。本日、皆さん、お忙しい中お集まりいただきましてありがとうござい

ます。 

 先ほど大宅課長代理からもありましたけれども、梅雨が明けたとはいえ、また最近ゲリ

ラ豪雨が突然降ってきたりということもありますので、やっぱり水害への備えということ

もきっちりやっていく必要があるかなと思っております。 

 また、地震も最近日本各地で頻発しておりました。この近くでしたら、京都で何回も起

きたりというふうなこともあります。どこまでこの大阪に影響があるかというのも分から

ないところではありますが、いつ災害が起きるか分からないということで、皆様のご意見

もいただきながら防災対策を進めてまいりたいと考えておりますので、本日もどうぞよろ

しくお願いいたします。 

【大宅地域課長代理】  ありがとうございました。 

 会議を始めます前に、委員及びオブザーバー並びに事務局に変更がありましたので、ご

紹介させていただきます。 

 まず、委員としまして、住吉区社会福祉協議会からご推薦いただいた井西委員です。 

【井西委員】  住吉区社会福祉協議会の井西です。まだまだ住吉区のことは分からない

ことが多いですが、よろしくお願いいたします。 
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【大宅地域課長代理】  続きまして、オブザーバーとしまして住吉消防署地域担当の池

田司令です。 

【池田地域担当司令】  住吉消防署地域担当をしております池田でございます。 

 この４月から赴任してまいりましたので、まだまだ分からないことも多いですけれども、

区役所さんと連携しまして、よりよい、住みよいまちづくりをめざすこと、そして地域に

貢献できる消防署であることをめざしまして努力してまいります。どうぞよろしくお願い

します。 

【大宅地域課長代理】  最後に、事務局としまして樋口副区長です。 

【樋口副区長】  副区長の樋口と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 今日は議題や報告事項がかなり盛りだくさんになっておりますので、少し長時間になる

かもわかりませんけれども、貴重なご意見をいただきたいと思いますので、どうぞよろし

くお願いいたします。 

【大宅地域課長代理】  皆さん、改めてよろしくお願いいたします。 

 それでは、皆様にお願いがございます。議事録を残すために、ご発言いただく際にはお

名前をおっしゃっていただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 昨年度に引き続きまして、生田先生に座長をお願いしたいと思います。それでは、生田

先生、よろしくお願いします。 

【生田委員長】  皆さん、こんばんは。大阪公立大学の生田です。 

 まず初めに、報告事項の１「令和３年度第３回住吉区防災専門会議での意見に対する対

応方針について」、事務局から報告をお願いいたします。 

【大宅地域課長代理】  改めまして、地域課長代理の大宅です。 

 令和３年度第３回住吉区防災専門会議での意見に対する対応方針につきまして、ご報告

させていただきます。 

 それでは、資料１をご覧ください。 

 まず、１つ目は、松岡委員からｉｉｓｕｍｉによって収集した情報を具体的にどのよう

に可視化するのか教えてほしいというご意見をいただきました。 

 対応方針としましては、各施設から入力していただいた被害状況等をＣＳＶデータから

グーグルマイマップに取込みを行い、地図上で被害状況等の可視化を行います。 

 この資料の２枚目をめくっていただいて、別紙をご覧ください。ｉｉｓｕｍｉによる情

報収集の流れをご覧ください。 
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 ここには、災害時避難所・福祉避難所・薬局・医療機関と区災害対策本部をシステムで

つなぎ、各施設が災害時の避難所の状況、福祉避難所や医療機関の受入れ対応状況などを

入力すると入力内容をすぐに集計でき、迅速な分析・対応ができると書かせていただいて

います。 

 次のページからは、具体の入力手順や主な登録内容となっており、病院等の開院状況、

及びライフラインや医薬品、食料の状況や避難者の数などをスマホ等で入力していただき

ます。 

 次に、７から８ページをご覧ください。 

 これらの手順で災害対策本部においてスマホ等に入力いただいた様々な情報を集計し、

９ページ以降にあるグーグルマイマップへの取込を行います。 

 12ページでは、医師会の入力内容を載せております。当該情報が凡例とともに表示され

ますので、ちょっと字が小さくて申し訳ありませんが、13ページのように、ウグイス色、

この色で閉院というのがあるんですが、それを選択してこの横の黒囲みのマークをクリッ

クしますといろんなアイコンを選ぶことができます。14ページのように、×マークを選び

ますと、15ページのように、黒色に変更すると、ウグイス色の閉院だったところが資料の

表示になり、閉院しているところがより分かりやすくなります。凡例の状況変更が可能で

すので、入力内容ごとにアイコンを変えることで項目別に集約でき、可視化することがで

きます。 

 最後、19ページには、総合防災訓練において実際に印刷した地図を保健福祉班が救護所

をどこに設置すべきかを判断した模様です。今年も大阪急性期・総合医療センターや医師

会、歯科医師会、薬剤師会、区の医療コーディネーターである伊集院先生にご参加いただ

き、ご意見をいただきたいと思っております。 

 続きまして、２つ目は畑委員から、ｉｉｓｕｍｉに加盟している団体について全数及び

参加施設数などを概ね把握しておく必要があるのではないかというご意見をいただきまし

た。 

 対応方針としまして、各団体の全体数及びｉｉｓｕｍｉの登録施設につきましては、令

和４年３月１日現在の概数となりますが、全体の施設は416施設で、加入施設は369施設と

なっており、加入施設率は88.7％となっております。特に薬剤師会、歯科医師会は加入率

100％になっております。医師会については、畑委員にご協力いただき、加入率100％をめ

ざしていきたいと思っていますので、今後もよろしくお願いいたします。 
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 次のページで、３つ目ですが、小林委員、松岡委員から、水害ハザードマップについて、

色分けが類似しており分かりにくいというご意見をいただきました。 

 対応方針としましては、大阪市のハザードマップについては危機管理室で作成しており、

国土交通省の水害ハザードマップの手引きに標準の配色として示されている色分けを使用

させていただいています。大阪市においては、現行手引きの標準配色で統一しているため、

区独自の配色の変更は行わないでほしいとの認識であったため、速やかに変更をするとい

うのは難しいところですが、引き続き危機管理室に対して防災専門会議におけるご意見等

を報告してまいりたいと思います。 

 なお、大阪府下43市町村の中で約15の市町村が手引きと異なる配色となっております。 

 参考としまして、他の政令指定都市の状況ですが、神戸市や京都市は手引きと同様の配

色となっており、横浜市や名古屋市は、手引きと異なって黄色、緑色、青色等の配色とな

っています。 

 最後、４つ目ですが、畑委員から、水害時はＪＲの駅等に一定数避難できると思うので、

協定の締結など有効ではないかというご意見をいただきました。 

 対応方針としましては、私どものほうからＪＲ西日本にお話を伺ったところ、まず、ホ

ームや線路の避難については安全管理の観点や駅員の対応等の観点から難しい。次に、交

通網の復旧等を最優先課題として対応することになる。次に、ＪＲの駅は大阪市全域にあ

るため、大阪市全体として検討する必要があるなどの回答がありまして、現時点では水害

時避難ビルの指定は難しいとのことでございます。 

 また、大阪市では災害時に鉄道等の交通機関が運行停止した場合に一斉帰宅抑制を徹底

するとともに、主要な駅、ターミナル駅周辺等において屋外に滞留する帰宅困難者の一時

滞在スペースの確保を進めているなど、駅での滞留を避ける取り組みを行っていることか

ら、現時点での避難先としての活用は厳しい状況でございます。 

 私から、資料１「令和３年度第３回住吉区専門会議での意見に対する対応方針について」

のご報告は以上でございます。よろしくお願いします。 

【生田委員長】  では、ただいまの報告に関して、ご質問等ございますでしょうか。 

 １点、ｉｉｓｕｍｉについて伺いたいんですが、このグーグルマップに表示されている

もので未回答というのも入っていますか。 

【小林地域課長】  地域課長の小林です。 

 未回答というのが、このちょうど赤くなっていて、このバーになっているところですか
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ね。ページ数でいきますと、12ページをご覧ください。 

 12ページの左のところの一番上の赤がバーになっていますので、ここが開院とか閉院と

かそういう回答をいただけていない施設ということでバーになっておるというところでご

ざいます。 

【生田委員長】  ありがとうございます。 

 もしかすると、そこが大きく被災されている可能性もあるというところかもしれません

ね。 

【小林地域課長】  そうです。 

【生田委員長】  その後、もし連絡が入ったら色が変わるという形ですかね。 

【小林地域課長】  そうですね。 

【生田委員長】  分かりました。ありがとうございます。 

 ほか、いかがでしょうか。 

 よろしいでしょうか。小林委員、お願いいたします。 

【小林委員】  清水丘地域活動協議会の小林といいます。 

 今、このグーグルマップ、表示していただいていますけれども、例えば区本部で見たり、

最後、印刷したものが貼り出されたりすると思いますけど、各避難所で見ることとかでき

ますでしょうか。 

 ｉｉｓｕｍｉはとてもいいことだと思うんですよ。これを最初のところに書いてありま

す、２ページですか、避難所からスマホ等で入力となりますよね。これらについて、多分

避難されている方の受入状況などを発信すると思うんですけども、これは、私どもの防災

リーダーなど、皆さんが使えるようにしたいんですよ。これの使い方というのを詳しく書

いたようなマニュアルか、例えば動画ですね。みたいなものにして、多くの方に使い方を

覚えておいてほしいなというふうに思っているんですが、そういう取組はできませんでし

ょうか。 

【小林地域課長】  貴重なご意見、ありがとうございます。地域課長の小林です。 

 こちらのグーグルの情報は、医療機関の情報とかそういったものがありますので、その

情報を住民の方が知ると、そこの病院に一遍に集まってしまうというような懸念もあるの

で、基本的には本部での情報収集という形にさせていただいておるところでございます。 

 ただし、このｉｉｓｕｍｉのＩＤとかを市民の方に教えると、ｉｉｓｕｍｉの情報を市

民の方も見ることができます。ただ、避難所の運営委員会の中でも見たいというようなご
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意見もあるので、本部で可視化した地図を例えば写真で撮って避難所に、ＬＩＮＥグルー

プをつくっていますので、そのＬＩＮＥグループで写真を流すとかいうことによって避難

所主任のほうにも情報が伝わるというようなこともできるかとは思っております。 

 ｉｉｓｕｍｉ以外に、今大阪市の防災情報システムというものがスマホから登録や確認

をできるという形になっていまして、今現在職員がアプリをスマホにダウンロードして体

制を整えておるところでございます。これについては、自主防災組織にも提供することが

できるとなっているんですけども、立ち上がったばっかりなので、我々職員の登録もまだ

まだ達成できていない状況なので、我々がちょっと使い方を熟知した上で地元地域にもご

提供させていただきたいと考えております。どうぞよろしくお願いします。 

【生田委員長】  ほか、よろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。 

 じゃ、次に進みます。 

 報告事項２「令和３年度第４回区政会議（意見聴取会）に関する意見要旨について」、事

務局から報告をお願いします。 

【小林地域課長】  地域課長の小林です。お手元資料２をご覧ください。 

 令和３年度第４回区政会議、こちら定足数を満たさなかったために意見聴取会となって

おりますけれども、委員の方々より貴重なご意見を賜っておるところでございます。 

５のところの委員からいただいたご意見というところで、地域災害対策本部に配備する

タブレットを使う場合にネット環境またはＷｉ－Ｆｉなどが必要ではないかとご意見に対

しまして、大規模災害時においては、公衆無線ＬＡＮを無料で提供するファイブゼロジャ

パンやフリーＷｉ－Ｆｉが使用できることとなります。また、学校のほうにもＷｉ－Ｆｉ

がありますので、今現在危機管理室を通じて教育委員会に災害時に活用させていただける

よう協議しておるところでございます。 

 ２つ目といたしまして、災害はいつ起こるか分からない。見守り支援システムは維持し

ていかないといけない。学習会ではなく、常に実践として地域でもやっていかないといけ

ないというご意見を頂戴しておるところでございます。 

 対応方針といたしまして、総合防災訓練や町会単位の訓練などで地域役員の方々と相談

しながら、より実践に近い形で実施してまいりたいと考えております。 

 また、見守り支援システムにつきましても、個別支援プランの作成を促進し、個別支援

プランを活用した一時避難場所での安否確認訓練なども検討しておるところでございます
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ので、ご協力賜りますようによろしくお願いいたします。 

 以上です。 

【生田委員長】  では、ただいまの報告についてご質問等いかがでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 では、次に進みたいと思います。 

 それでは、報告事項の３「大和川にかかる避難情報発令基準水位の見直しについて」、事

務局から報告をお願いいたします。 

【次井地域課防災担当係長】  地域課防災担当係長、次井でございます。大和川にかか

る避難発令基準水位の見直しについてご報告させていただきます。資料３をご覧ください。 

 令和３年５月に内閣府が定める「避難情報に関するガイドライン」が改定され、避難情

報発令基準が警戒レベル３は4.7ｍから4.96ｍへ、警戒レベル４は5.3ｍから5.54ｍへ、警

戒レベル５は6.8ｍから6.19ｍへ変更されました。 

 こちらは大和川河川事務所が昨年堤防の高さを再測量し、これまでの堤防補強、整備状

況等を考慮し、改めて積算したことによります。運用開始時期は令和４年５月１日で、「広

報すみよし」６月号及び住吉区ホームページに掲載させていただいております。 

 次のページに資料を添付させていただいております。こちらの内容となります。 

 私からは以上のご報告でございます。 

【生田委員長】  ありがとうございました。 

 では、ただいまの報告についてご質問等いかがでしょうか。 

 では、畑委員、お願いいたします。 

【畑委員】  水位が上がったりあるんですけど、やはり市民がぱっと分かるようにする

といいんですが、防災マップにＱＲコードのようなもので、スマホで今水位がどれぐらい

あるかというのが今分かるような状態になっているんでしょうか。ぱっと分かればすごく、

水位を一々チェックできますので。 

 以上です。 

【小林地域課長】  すみません、地域課長の小林です。 

 こちらの防災マップ、昨年全戸配布させていただいたものになります。こちらのほうの、

マップじゃない面のところに、こちらの警戒レベルの情報を載せさせていただいて、その

横に大和川ライブカメラの情報を見ていただくことができますというところにＱＲコード

をつけさせていただいているところでございます。 
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【生田委員長】  では、ほかにいかがでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 では、次に進みたいと思います。 

 では、次は議題のほうに入ります。議題の１「令和４年度防災の取組について」、事務局

から報告をお願いいたします。 

【次井地域課防災担当係長】  地域課防災担当係長、次井でございます。「令和４年度防

災の取組について」、ご説明させていただきます。資料４をご覧ください。 

 「１ 大和川氾濫等の水害に備えた取組」につきましては、前回の防災専門会議でご説

明させていただきましたが、「大和川氾濫等の水害に備えた防災力強化アクションプラン

（第２期）」に基づいて様々な取組を実施してまいります。 

 ５ページの別紙１をご覧ください。 

 まず１番ですが、「広報すみよし」の１面と見開き面に水害ハザードマップ及び取るべき

行動等を６月号に掲載済みでございます。 

 ２番は、区ホームページに啓発情報の掲載ということで、先ほどの資料３でご説明させ

ていただいた内容を５月に掲載済みでございます。 

 ３番は、啓発資料の全戸配布として、これまで防災スピーカーからの情報が聞こえにく

いなどのご意見をいただき、都心ではビルの反響や雨などで窓を閉めていると屋内まで伝

えるには限界があるとご説明させていただいておりますが、改めて防災情報の収集方法に

ついての啓発を11月頃に配布予定でございます。 

 13ページの別紙２をご覧ください。 

 こちらのほうですけど、これまでも広報紙等で載せていた内容ではあるんですけれども、

どうしてもほかの情報と混じりますと、こちらのほうの情報収集の方法についてちょっと

なかなか分かりづらいというか、こちらのほうに特化した形で今年度の11月については配

布予定とさせていただいて、防災スピーカーからのサイレンパターンや聞き取れなかった

ときの大阪市防災アプリのご案内と、裏面には防災情報収集方法を掲載させていただいて

いるという状況でございます。 

 ５ページにお戻りください。 

 ４番の浸水想定表示の掲示を令和４年度は長居公園通以南の水害時避難ビル、災害時避

難所へ自治会と調整の上、設置予定でございます。今、こちらのほうの形で掲示予定とさ

せていただいております。 
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 一応こちらのほうですね、ちょっと見にくいと思いますが、災害時避難所表示板の左下

のほうに、大和川が氾濫した場合ということで、水位を実際ブルーで表示しておりまして、

どこまで水位が来るよということが見ていただいてイメージしていただきやすい形で掲示

させていただく予定とさせていただいています。 

 続きまして、５番ですね。５番は、希望者に対して自宅等のピンポイントの浸水想定深

を記載した浸水想定表示プレートを随時交付させていただいておりまして、５月14日の苅

田北ほほえみ協議会での防災訓練で40枚、６月12日のおりおの地活協での水害対策訓練で

20枚交付させていただきました。 

 ６番は、大和川氾濫時の浸水の影響が特に大きい遠里小野、清水丘、苅田南の３地域に

ついてフォーラムを実施してまいります。 

 ６月12日、日曜日におりおの地活協で実施していただきました。15ページ別紙３をご覧

ください。 

 こちらは住吉区全12地域で初めておりおの地活協において水害対策に特化した防災訓練

を実施していただきました。原田委員、ありがとうございました。 

 遠里小野小学校にて、地域から町会長、女性部長、防災リーダー等約30名と、区役所は

10名参加させていただき、訓練内容は、原田災害救助部長による水害に対する備え等の講

話や、総務・情報班、管理班、救護班ごとの水害時における避難所開設説明、実動訓練な

どを実施していただきました。 

 下は訓練時にいただいた質問事項と今後の検討事項で、水害時におけるペットの避難に

ついてのご質問につきましては、遠里小野小学校は浸水のおそれがありますので、浸水の

おそれがない大和川中学校への避難や、水害時用の避難所開設セットを準備してほしいと

いったご意見につきましては、各避難所版を作成し、配備予定でございます。 

 めくっていただきまして、16ページですね。16ページのほうをご覧ください。 

 こちらは原田災害救助部長による講話の様子と、班ごとの実動訓練での総務・情報班の

様子、次の17ページには管理班による受付のしつらえ、段ボールで仕切っての一般避難室

のしつらえの様子など、めくっていただき、18ページには救護班による療養者室のしつら

えや、特定スタッフ更衣室の説明の様子などを掲載させていただいております。 

 先ほどお伝えさせていただいたんですが、一番下の写真の浸水想定表示プレートを20枚

交付させていただきました。 

 再度６ページをご覧ください。 
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 上からですが、１番は浸水が想定される避難所におきまして、避難所開設時の開設手順

や避難スペース等につきまして、地域役員と現地確認を行い、随時実施予定でございます。 

 続きまして、２番は、こちらは新規項目になります。各災害時避難所に配備している避

難所開設セットについて、特に水害時に開設する避難所（小・中・阪南高校）におきまし

て、水害時を想定した内容を記載するなど充実を図り、先ほどのおりおの地活協訓練での

質問事項でもあったように、水害時避難所開設セットのひな型を作成中でございます。 

 19ページの別紙４をご覧いただけますでしょうか。 

 右上、別紙４ですが、こちらのほうですね、19ページから21ページまでが遠里小野小学

校の管理班のひな型でございます。細かくは、またご一読をお願いしたいと思っておりま

す。 

 すみません、６ページにお戻りください。 

 ６ページの中段をご覧ください。 

 １番は、配備未実施の水害時避難ビルについて、物資の配備を行うことができるよう引

き続き自治会や管理組合等と協議を行ってまいります。 

 ２番は、浸水が想定される避難所の備蓄物資置場を２階以上に移動する調整を施設管理

者や地域と調整させていただきます。 

 次の７ページですが、こちらのほうはホームページ掲載情報でございます。随時更新し、

最新の内容にしてまいります。 

 ８ページをご覧ください。 

 ８ページは浸水想定表示の例、９ページは水害時避難ビル一覧、10ページは水害時避難

ビル配備物資イメージ、11ページには災害時避難所備蓄倉庫浸水対策一覧表を資料で添付

させていただいております。 

 こちらまでが水害アクションプランの内容でございます。 

 すみません、１ページのほうにお戻りください。 

 続いて、２番のほうなんですけれども、女性の視点を踏まえた避難所運営につきまして

ご説明させていただきます。 

 少し飛びますが、23ページの別紙５をご覧ください。 

 概要ですが、阪神淡路大震災や東日本大震災等の大災害を通じて、災害時避難所の運営

等における女性の視点の必要性が認識されるようになりました。本市の避難所開設運営ガ

イドラインに留意すべき点などを記載しておりますが、必ずしも対応できていない状況で
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ございます。より実効のある避難所運営を行う必要があることから、検討、改善を行って

まいります。 

 （１）は、避難所における物理的スペースの配置につきましては、単身女性や女性のみ

の家族のエリアを仕切りなどでプライバシーに配慮します。仮設トイレ、更衣室につきま

しては、男女別の設置をし、確保させていただきます。ほか、授乳室、物干場、女性用管

理物資保管場所等を配置していきたいと思っております。 

 裏面24ページに続きます。 

 （２）の避難所運営委員会には、女性をはじめとした多様なメンバーを含め、多様なニ

ーズを反映してまいります。 

 （３）防犯関係につきましては、痴漢被害を防ぐために女性専用スペースの配置などの

配慮をいたします。必要に応じて夜間照明などを確保したり、ＤＶ被害者などへの配慮・

対応、個人情報保護に注意してまいります。当区におきましては、乳幼児室やマタニティ

ルームは概ね設置できておりますが、物干場や女性用保管場所については、ほぼ全ての避

難所で配置ができていない状況でございます。 

 課題ですが、特に物理的なスペースを要する項目については、次のような点で課題がご

ざいます。避難所施設において利用できる箇所が限られていることに加え、コロナ禍によ

り新たに療養スペースや専用更衣室の設置が必要となったことにより、さらに利用できる

場所が少なくなっている。小・中学校以外の小規模な避難所においては、１室か２室しか

使用できない場所もあり、絶対的な避難室が不足している。備蓄物資の保管場所が不足し

ているといった内容でございます。 

 対応方針につきましては、物理的なスペース不足については対応がすぐには困難な場所

もございますが、対応可能な避難所におきましては、施設管理者や地域と協議を行い、現

在の区割りの見直しなど必要に応じて配置図の変更等を行います。令和４年度総合防災訓

練におきましても、見直し点を踏まえた上で女性の視点を踏まえた避難所運営を行ってま

いりたいと思っています。 

 次の25ページは、内容ごとの状況、問題点、対応方針の一覧となっております。 

 詳細は後ほどご覧いただければと思っております。 

 １ページにお戻りください。 

 ３の防災訓練等につきましては、総合防災訓練につきましては、資料５でご説明させて

いただきます。 
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 学校と地域の合同防災訓練の実施や地域町会単位での防災訓練の支援につきましては、

ご要望に応じて実施してまいりたいと考えております。 

 下に、既に実施させていただいた３地域につきまして掲載をさせていただいております。

苅田北ほほえみ協議会と万領町会は、消防訓練中心の訓練でございました。おりおの地活

協は、先ほどお伝えしたとおりでございます。 

 次の福祉避難所等連絡会を年２回開催し、ライフサポート協会の皆様にご協力をいただ

きまして、昨年度作成予定でしたがコロナの影響で作成できなかった福祉避難所開設運営

動画を今年度は必ず作成してまいります。 

 裏面２ページをご覧ください。 

 災害救助部長、地域防災リーダー、防災士との連携につきましては、災害救助部長会議

を年２回、１回目は７月27日、水曜日の午後２時からと、２回目を２月から３月頃に開催

させていただきます。 

 地域防災リーダー研修を年１回、今年度は10月１日土曜日の午前中に住吉消防署と合同

で実施予定でございます。 

 防災士との連携等につきましては、防災士養成プログラムが下記の内容で実施されます。

参考に、今年度受講の予定者は地域推薦の方が５名となっております。下の防災士との意

見交換会を年１回実施予定でございます。 

 その下の、次の備蓄物資の配備につきましては、27ページ別紙６をご覧ください。 

 こちらは令和４年度災害時避難所配備予定物資一覧でございます。 

 テントや二酸化炭素測定器、ベッド、救急セット、通信タブレットなどを配備予定とし

ております。地域での物資購入の参考にしていただければと思っております。 

 ２ページにお戻りください。 

 ２ページ中段をご覧ください。 

 続きまして、６ですが、先ほどの水害アクションプラン第２期でご説明させていただい

た内容となります。 

 ７番は、マンション住民を対象とした防災研修会を地震風水害の被害想定と、正しい行

動や、自助として非常持出し品、家具転倒防止の啓発などの取り組み促進内容で下記４地

域を実施予定にさせていただいております。 

 ８の防災専門会議は、本日を含めまして下記の内容で年３回開催させていただきます。 

 ９の住吉区地域見守り支援システム構築事業につきましては、後ほど資料６でご説明さ
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せていただきます。 

 10はその他ということで、必要に応じて区地域防災計画、各地域防災計画及び避難所開

設運営マニュアル、避難所開設セットの改訂を実施してまいりたいと思っております。 

 29ページをご覧ください。最後のページでございます。 

 こちらは資料４関係の、上田委員よりいただきました事前意見に対する対応方針でござ

います。 

 「ＬＧＢＴやトランスジェンダー等の方々に配慮した避難所運営についても今後検討す

る必要があるかと思う」のご意見につきましては、対応方針としまして、今年度について

は、重点項目として女性の視点を踏まえた避難所運営について実施することとしておりま

すが、ほかにＬＧＢＴ、トランスジェンダーなどの方々への配慮の必要性についても認識

させていただいております。引き続き皆様のご意見をいただきながら、具体的な対応を検

討、実施してまいりたいと思っております。 

 資料４につきましてのご説明は、以上となります。よろしくお願いします。 

【生田委員長】  ありがとうございました。 

 では、少し多岐にわたりますが、ご質問、ご意見等をいただければと思います。 

 では、畑委員、お願いいたします。 

【畑委員】  住吉区医師会の畑です。 

 全避難所に用意する物資の中に「救急セット」がありますが、型番を書いていただいた

ら良いかなと。中に何が入っているのかなとちょっと気になりましたので。20人用としか

書いていないので、また細かいことはネットで調べられるようにしていただければ。よろ

しくお願いいたします。 

【生田委員長】  特に、型番とかは今は分からないということですかね。後でいいです

かね。 

【小林地域課長】  そうですね、後ほど説明させていただきます。 

【生田委員長】  後ほど。分かりました。 

 では、ほかいかがでしょうか。 

 原田委員、お願いいたします。 

【原田委員】  原田です。 

 今、いろいろと次井さんのほうからご説明があったんですが、例えばこの女性の方々に

配慮するということはもちろんのことですけれども、実際の場所として、そこまでのスペ
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ースがないんですね。確かにこういうふうにやるのがいいと思うんですけども、避難所は

主に小学校、中学校ですので、それだけの場所が取れない。私のところの場合は、テント

を買っております。テントでまず着替え等やっていただいて、あとは段ボールの仕切りの

中に入っていただくという形で、座りますと頭よりも上ぐらいまで段ボールがありますの

で、一応その中で入っていただき、家族単位とかそういうふうなことで考えていますので、

その辺のところは何とかいけるんじゃないかなと。 

 ただ、着替えるのに、天井が全部開いていますから、他のところで段ボールでやってお

られるので、聞きますと、１メーター50か60ぐらいの高さがあるのもあるんですけども、

そうなりますと、我々は、のぞき込まないと中が見えないということで、自然に、様子が

おかしいなというようなおばあちゃんとかそういう方たちをやっぱりこっちでチェックし

ていかないかんということで、その面からいきますと、あまり高いものをすると、一々の

ぞいている格好で役員の方になりますので、その辺のところは、このぐらいの高さがいい

のかなと。あとは、レジャーシートみたいなので頭の辺とかに隠れるような形で、上から

のライトのまぶしさとかそういうのを遮りながら寝転んでいただくというようなことを考

えていますが、なかなか、次々と早いこと、昔はもう雑魚寝だったんですけど、その辺の

ところも、特にコロナがあったために収容する人数がかなり少なくなっていますので、な

かなかそこまで理想どおりいかないなというように、今感じたところなんです。できるだ

けそういうことにも今後やっていかないといけないですけれども。 

 それと、避難されてきた方が、皆さんはお客さんじゃないんだよと、みんなで協力し合

おうよということで、できるだけ協力してくださいと。役員の数も少ないですから。だか

ら、そういうこともいろいろ考えてやってきているんですけども、まだまだそこら辺のと

ころは難しいなと。次々、役所のほうから言われると、こっちもプレッシャーがあるので、

できるだけその辺に沿いつつ、まだそこまでいかないよというのが、現在、私たち動いて

いて、そういうふうに感じております。 

 以上です。 

【生田委員長】  ありがとうございます。 

 今、そうですね、女性の視点の避難所というお話も出ましたが、どうでしょうか。女性

の委員もいらっしゃいますので、一言、二言いただければと思いますが、どうでしょう。 

 石橋委員とか、いかがですかね、何か。 

【石橋委員】  石橋です。 
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 そうですね、女性の視点。いろんな、本当に多様なニーズってやっぱり出てくると思う

し、今、原田委員がおっしゃったみたいに、やっぱりそういったことに対応していくため

には、人であったり、いろんなスペースであったりという問題はやっぱり課題だなという

ところを改めてお話を聞きながら感じます。 

 私たちも障がい者の方の支援をしているという中では、やっぱり避難所に行きたくても

行けない。発達障がいであったりだとか強度行動障がいの方なんかは、なかなかやっぱり

そこまで行くのに難しかったりだとか、家族で行くのが難しいとか、そういうところもあ

ったりするので、もちろんそういうところも考えた避難所づくりというのはやっていけた

らいいなというふうには思うし、そういうところも考えてほしいなというのも思いながら

も、なかなかやっぱりそういうところも難しい課題であったりあるんだなというふうに、

今お話を聞きながら感じました。 

【生田委員長】  ありがとうございます。 

 では、どうでしょう、篠原委員もいかがでしょうか。 

【篠原委員】  篠原です。 

 先ほどもＬＧＢＴの方、トランスジェンダーの方のお話もあったと思うんですけれども、

まず、女性の視点をというだけではなくて、もちろんそういう方や、やはりいろんなニー

ズがある。今、石橋委員がおっしゃったように、いろんなニーズがあるということを皆さ

んが情報として共有することが一番大事なのかなと。そこに配慮というのが、それぞれの

物理的なものであったり、動線のものであったり、気持ちというか、配慮の部分で皆さん

で補っていければというか、補わないといけないのではないかなと。 

 もちろん、その準備といいますか、前もっての考えられる措置として、もちろん今こう

いう具体的なお話は非常に大事な話だとは思うんですけども、今、原田委員がおっしゃっ

たように、無理な部分もあるということで、そういう配慮というのが一番皆さん大事なの

ではないかなと。こういうことが必要だということが皆さん分かってきていることがまず

一歩として非常に大事なのではないかなと思いました。 

 以上です。 

【生田委員長】  ありがとうございます。 

 では、松岡委員もいかがでしょうか。 

【松岡委員】  松岡です。 

 今、篠原さんがおっしゃったことが、私もほとんど問題意識は一緒でした。様々な配慮
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を必要とする方が、ジェンダー問わずいらっしゃると思うので、おっしゃったみたいに、

今まではそうした議論がなかったというところがいろんな視点でみんなが配慮し合って、

共に避難できる場所を考えるということがやっぱりすごく大事な視点だなと思いましたの

で、引き続き私もちょっと問題意識を持って考えていきたいと思いました。 

 以上です。 

【生田委員長】  ありがとうございます。 

 ほか、いろいろまた項目がありましたが、その他も含めていかがでしょうか。 

 篠原委員、お願いいたします。 

【篠原委員】  篠原です。 

 訓練の件ですけれども、地域や町会等でされている訓練があるかと思うんですけども、

コロナ禍において非常に難しいかとは思うんですが、できましたら、ほかの方も何か見学

とかできればいいなとすごく思っていまして、ほかの地域がされている訓練とか見に行っ

たらすごく勉強になりましたので、もちろん主催される方のご意向もあるかと思いますが、

そういう見学ができるように何か今後していっていただければいいかなと。ぜひお願いし

ます。 

【生田委員長】  ありがとうございます。 

 このあたり、おりおのの訓練はどんな形だったんでしょうか。そのあたり、他地域の方

とかも含めてやられたんでしょうか。 

【原田委員】  この間の６月の12日にさせていただいたんですけども、取りあえず避難

所運営委員会の委員の方、防災リーダーの人と、それから女性部長さん。各町会の女性部

長。それにもちろん町会長全員ということで、最小限の形。実は、コロナになってから、

とにかく一般の方の避難とかの訓練まで一緒に巻き込んでというのはできないので、50名

ぐらいの中でやれというふうなことで、取りあえずはそういう専門の、皆さんのリーダー。

防災リーダーとリーダーって名前がついとるんやから、君たち、もし何かの折には一般の

訓練をしていない方に対して指導をしてくれと。あなたたちが皆走り回らんでええねん。

とにかく何人かの人を、こういうことをこうやってください、ああやってくださいという

ことで、動いてくださいということを参加された方には、一応皆さんにはそういう自覚を

持ってくださいよということは個々には言っていっているんですけども、なかなか今回初

めて大和川が決壊するということを想定の下に、ちょうど梅雨の、14日が梅雨でしたので、

12日、このときにやって、あとまた台風シーズンも後ろにありますので。それと、この温
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暖化ということでかなりの量の水が出てくるぞと。今まで大和川が決壊したのは100年以

上前なんです。そのときにはそんなに温暖化にもなっていなかったのと、奈良県のほうで

小さい川が氾濫しました。そのためにタイムラグがあって、なかなかこっちまで一斉に水

が出てくるという格好じゃなかったみたいで、それが奈良県のほうも堤防を補強したりい

ろいろしていますので、ストレートに出てくるだろうということで、ちょっとここのとこ

ろ懸念しているというか、来るんじゃないかというふうに今思っているところなんです。 

 どうしたらいいかということについては、なかなか、私たちのところの地域、遠里小野

全体からいっても、３割かそこらが完全に浸水します。あとは床下浸水、それから内水氾

濫というような形のところはかなり出てくるかと思うんですけれども、実際に３つ、４つ

の町会がかなり被害を受けると。そういうこともあって、ちょっと地域の中でもこの水害

については温度差があるんですね。だから、それをうまく皆さんで一緒になってやってい

ただきたいなというふうには思うんですけども、個々の判断でやっぱりなかなかその辺の

ところが、うちは大丈夫やもんというような格好になっていますので、その辺が初めて、

今回みんながそういう、防災リーダーは遠里小野全体の中で動いていただく役を受けてい

るんですよということを今回また、後日皆さんに説明はしておいたんですけども、なかな

かその辺のところがうまく今までは伝わっていなかったのかなという反省点も出てきたん

ですけどね。 

 取りあえず、逃げるということとか、それから、この前にも、先もって消防署のほうへ

行きまして、「ボートがあるんですか」と。私のところの家は、私の計算では4.2メーター

浸水します。もう２階も駄目です。ですから、そうなったときに地域の、私のところの町

会の方々は２階に逃げても無理かなと。３階に行けばいいんですけど、３階に行って、食

料ないよと。多分３階のある家は２階で生活されていると思いますので、そうすると、冷

蔵庫等そういうものはみんな２階で浸水してしまって、食料もない。ただ、３階は寝るこ

とはできるかもわからないけど、誰も食料持ってこないよと。どこに残ってはるかも分か

らないから、自衛隊が来てとか、ヘリコプターで飛んでいるのとか、そういうふうな想定

ぐらいしかないよということで、なかなか皆さんに伝わっていっていない部分はたくさん

あるんですけども、何回かやる中でそういうものを自覚していただこうというふうに、何

回かやっていかないと駄目かなというふうに思っております。 

 今回初めてなので、なかなか不行き届きというか、反省する部分もたくさんありました

けど、そういう格好で、今後とも頑張ってみようかなというふうに思っております。 
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 以上です。 

【生田委員長】  ありがとうございました。 

 ぜひ、他の地域の方も含めて参加できるようになれば、いろいろと共有できるのかなと

思いました。 

【次井地域課防災担当係長】  地域課防災担当係長の次井です。今おりおの地活協の水

害に特化した訓練ですが、アクションプランのほうの５ページのほうでもお示ししている

んですけど、一番下なんですけれども、先ほどちょっとご案内した大和川氾濫時の浸水の

影響が特に大きい３地域ということで、遠里小野、清水丘、苅田南というのがあるんです

が、遠里小野と清水丘につきましては、特に隣の地域ということで、横のつながりを強化

するためということで、もともと小林災害救助部長のほうがそちらのほう、意識を高く持

っていただいて、原田災害救助部長と連携を取っていただいていまして、訓練の当日もな

んですけど、清水丘の小林災害救助部長をはじめ、清水丘の方々が見学のほうにお越しい

ただいて、一緒に訓練させていただいたという状況でございます。 

【生田委員長】  ありがとうございます。 

 そういたしましたら、お願いします。 

【池田地域担当司令】  住吉消防署、池田でございます。 

 先ほどの篠原委員からのご質問なんですけども、私、令和４年５月14日の苅田北ほほえ

み協議会の訓練と万領町会の訓練に参加してまいりました。 

 この訓練、あらかじめ連合町会長さんに参加人員等を聞いて、こういう社会情勢なので、

待機させる場所とか整列させる場所を配慮するんですけども、いざ開催しますと、予定よ

りもかなり多くの人が来場されたんです。過去２年間コロナで訓練できていなかったので、

その影響かなと思いながら、十分配慮しながら訓練を進めていったんですけども、訓練中

に区民の方から、「すみません、消防さん。私、この万領町会に住んでいないんですけども、

訓練参加していいですか」とかね。それはもちろん参加していただくんですけども、万領

町会って、阿倍野区と境界のところにあるんですよ。「消防さん、すみません。私、阿倍野

区の住民なんですが、訓練参加させてください」とか、そういった方がたくさん来られま

して、予定人数よりもかなり多く訓練させていただきました。 

 ということで、一応町会単位ではするんですけども、もちろんそれを見られて、他の町

会さんが来られるとかということもオーケーですので、たくさんの方にこういう訓練を体

験していただきたいなというふうに思っております。 
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 以上でございます。 

【生田委員長】  ありがとうございました。 

 では、その他の項目も含めていかがでしょうか。 

 そうですね、27ページで物資の一覧がありますが。 

 松岡委員。すみません、どうぞ。 

【松岡委員】  松岡です。 

 10番、その他のちょっと１とか２とかに関わってくるかが分からないんですけれども、

先日区内で火災があって、報道等でもご存じだと思うんですけれども、ちょうど火災のあ

った地域が私の所属している法人の地域包括支援センターが担当している圏域でして、住

民の方が、もう着のみ着のまま逃げられた方がいらっしゃって、私もちょっと仕組みが全

く分からないんですが、老人憩の家に何世帯かの方が避難されたということで、翌日です

かね、うちの包括が行って、必要なケアや福祉サービスの調整等のお手伝いを町会の皆様

がすごくご尽力されていたというところで、応援というか、一緒に対応した経過があった

というのをちょうど本日報告を受けまして、局所的な、火災も含めて、大規模じゃないけ

れども局所的な災害、本当に火災が起きたときに、本当に備蓄さえ何も持てず、本当にパ

ジャマで逃げてこられた方もいらっしゃったというのを聞いたときに、本当にその日過ご

す、まず屋根のある場所とか、もう本当にお金も一円もない中で逃げてこられて、身寄り

のない方も中にはおられると思うので、食べ物とかも町会の方が準備されたりとか、多分、

役所さんも連携されたかもわからないんですけど、小規模災害であったとしても、私たち

福祉避難所が何か応援ができることであったりとか、そういった局所的な災害及び火災の

中での対応とか、地域ですべき役割分担、私たち福祉避難所が対応すべき分担、ちょっと

どういった仕組みで消防とか行政さんが連携されているかは分からないんですが、ちょっ

と今後の参考にも含めて教えていただければなと思います。 

【小林地域課長】  地域課長の小林です。 

 消防署のほうは火を消すことに力を注いでいただいて、我々区役所といたしましては、

火災の連絡があり次第、防災担当の職員２名が現場に駆けつけることになっております。 

 それはなぜ駆けつけるかといいますと、火災で避難される方がいらっしゃる可能性があ

るということで、そこに住むことができないという場合に、近隣の方のご自宅に避難する

とか、家族の方のところに避難できるとかということで、その後の暮らしを、生活を営む

場所があるかどうかの確認をさせていただきます。そこで、生活する場所がない場合、地
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域の町会長や地域活動協議会の会長にご連絡をさせていただいて、集会所や老人憩の家な

ど施設を開けていただいて、そこで何日か過ごしていただくという形になります。災害見

舞金をお出しすることによって、そのまま出てこられる方もいらっしゃるので、そのお金

で一時をしのいでいただくというような対応をさせていただいているところでございます。 

 よろしくお願いします。 

【生田委員長】  松岡委員、お願いいたします。 

【松岡委員】  ありがとうございます。勉強になりました。 

 避難されている方の中に介護が必要な方とかがいた場合、福祉避難所に要請が来ること

はありますでしょうか。 

 あと、そのスクリーニングの方法も教えてください。 

【小林地域課長】  地域課長、小林です。 

 福祉避難所については、大規模災害のみに依頼をする予定でございまして、小規模災害

について、もちろんご尽力はいただきたいんですが、今のところそういうスキームはなく

て、今後またお話合いの下でご協力いただければと思っております。 

 よろしくお願いします。 

【生田委員長】  ありがとうございました。 

 では、議題１は終わりまして、議題２のほうに進ませていただきます。 

 議題の２「令和４年度住吉区総合防災訓練について」、事務局から報告をお願いいたしま

す。 

【次井地域課防災担当係長】  地域課防災担当係長、次井でございます。 

 令和４年度住吉区総合防災訓練についてご説明させていただきます。資料５をご覧くだ

さい。 

 まず概要ですが、令和４年度はコロナ禍を考慮した町会一時避難場所及び災害時避難所

の開設・運営訓練を行うことにより、区役所の災害対応力及び地域防災力のさらなる向上

を図ることとさせていただきたいと考えております。 

 日時ですが、令和４年11月12日土曜日９時から12時でございます。 

 訓練想定、内容につきましては、実施場所につきましては、区内災害時避難所、各町会

一時避難場所、住吉区役所ほかとなります。 

 訓練想定は、震度６強の直下型地震発生を想定しております。 

 参加者ですが、今年度は一般参加者を含む区内全12地域活動協議会、地域防災リーダー、



 

－21－ 

町会役員等、区役所職員や直近参集者、関係団体等でございます。 

 次の３ページをご覧ください。 

 令和４年度住吉区総合防災訓練イメージでございます。 

 ９時頃、防災スピーカーからサイレンが鳴ります。９時に訓練開始になり、町会一時避

難場所、災害時避難所に集合していただきます。町会長、町会役員等による町会災害対策

本部の設置訓練を実施していただきたいと思っています。 

 実施していただく内容につきましては、一時避難場所に町会本部を設置していただき、

集まった参加者へ訓練内容と避難場所等について説明を行っていただきたいと思います。 

 地域本部との無線通信訓練や個別支援プラン等を活用した安否確認訓練と、重点項目で

ある災害時避難所への避難訓練を実施していただきたいと考えております。 

 その他の訓練内容として、救助資機材の点検や使用訓練、けが人や要援護者に対して車

椅子等を使用した搬送訓練なども実施していただきたいと考えております。 

 下の４ページは、重点項目の災害時避難所の開設・運営内容でございます。 

 地域役員及び防災リーダー等による地域災害対策本部の設置訓練と避難所運営委員会の

設置訓練を実施していただきたいと考えております。 

 左の地域災害対策本部の設置訓練につきましては、情報収集・伝達訓練で町会本部との

デジタル無線通信訓練として安否確認と被害状況の把握や救護要請など、避難所とのデジ

タル無線通信訓練として建屋被害状況と避難者数の確認や物資、救援要請など、区本部と

のＭＣＡ無線通信訓練として地域被害状況と避難状況の報告や、救出救護、物資要請など

と状況付与への対応訓練を、その他避難支援・誘導訓練などを実施していただきたいと思

っております。 

 右の避難所運営委員会の設置訓練につきましては、総務・情報班による情報収集伝達訓

練で、地域本部とのデジタル無線通信訓練として避難者数の確認や物資、救援要請など、

管理班による受付、避難所配置訓練で受付設置と避難者数の集計や部屋のしつらえ、看板

等の設置、表示など、救護班による熱・せき等症状者やけが人の対応で救護室、福祉避難

室の設置や療養スペースの設置など、食糧・物資班には備蓄物資の点検を実施していただ

きたいと思っております。 

 追加重点項目として、女性の視点を踏まえた避難所運営を実施していただきたいと思っ

ております。 

 次の５ページは、区災害対策本部の設置・運営訓練として庶務班による本部設置・情報
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収集・伝達訓練で、４階大会議室に風災害対策本部の設置と地域本部とのＭＣＡ無線通信

訓練、防災情報システム通信訓練、ボランティアセンターとの無線通信訓練やツイッター

での広報訓練を、避難受入班職員は各災害時避難所で地域と連携した避難所開設訓練を、

保健福祉班はｉｉｓｕｍｉによる情報収集や福祉避難所とのデジタル無線通信訓練、ＥＭ

ＩＳへの登録訓練を実施していただきたいと思います。 

 ６ページのほうは、訓練のタイムスケジュール案でございます。 

 ９時から11時半まで訓練を実施していただき、11時半に振り返りとアンケート記入、施

設消毒等を行っていただき、11時45分に訓練終了の予定でございます。 

 次の７ページのほうをご覧ください。 

 次の７ページは、地域の自主防災組織、８ページは地域災害対策本部、９ページは避難

所運営委員会の組織図の例を掲載させていただいております。10ページのほうは、一時避

難場所のしつらえをしている様子、11ページは安否確認と避難誘導訓練の様子でございま

す。 

 12ページ以降ですが、こちらは災害時避難所の開設・運営訓練の様子でございます。 

 13ページは、鍵の管理者、防災リーダーが災害時避難所に参集し、開場をしている様子

でございます。 

 14ページは、外観確認を行い、施設安全確認を行います。 

 続きまして、15ページですが、15ページは各班がやるべき手順書や物資が入っている避

難所開設セットが備蓄倉庫内にあるので準備をします。 

 16ページは、避難所にある立て看板の種類でございます。 

 17ページは、災害対策本部・避難所運営委員会を設置し、区本部・地域本部への連絡も

ここで行います。 

 18ページは、各避難室の表示でございます。 

 続きまして19ページですが、こちらは受付をしている様子で、20ページは簡易トイレを

設置している様子でございます。 

 21ページは福祉避難室のしつらえをしている様子で、22ページは一般避難室のしつらえ

の内容でございます。 

 23、24ページは療養者スペースのしつらえの内容になります。 

 25ページは、施設前で健康チェックを行い、熱・せき等症状者につきましては、直ちに

療養者室に誘導している状況でございます。 
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 すみません、25ページ、26ページが案内している様子となります。 

 資料５のほうにつきましては、以上のご説明となります。 

【生田委員長】  ありがとうございました。 

 では、こちらの件についてご質問や、今回の訓練についてこういった訓練をしたら効果

的ではないかなと、ご意見をいただければと思います。 

 小林委員、お願いいたします。 

【小林委員】  清水丘地活協の小林です。 

 今までの訓練もそうです。今回、新しくまた令和４年全員参加、一般の方も入れて全員

参加ということで始まりますけども、これは私の愚痴やと思ってください。 

 やることが盛りだくさんなんですよね。時間的にいって、９時から11時30分までの間で

これらを全て行えということなんですよね。物理的に無理です。実際のところね。 

 もう本当に、一般の方も来て、誰かが先頭で旗持って、「ついてきてください」って、ず

っと走って動く。ただ見てもらうだけとかいうような感じになってきて、しつらえもほと

んどできないような状態ですね、この時間ではね。部屋をつくって、しつらえやって、各

避難者の方の振り分けをやったりとかというのはちょっと無理なので、こうしたいなと思

うのが、ちょっと今年からうちのほうで考えているだけなんですけども、まず最初に一時

避難場所に集合して、振り分けますね。これはもう当日やればいけると思いますけども、

それ以外の避難所のしつらえとか、ここにもありましたように、開設セットありますよね。

これの準備の仕方とか使い方とかというのは、別に一般の方がいなくてもいいので、担当

の方、防災リーダーみたいな者を集めて、違う日に訓練みたいなものをやっておこうかな

と思っているんです。もう当日は９時からなんですけども、もう早くから行って、セット

だけしといて、使い方はもうその前に訓練しているからできるものとしてやっていってや

らないと、この時間内にこの項目を全てできないということで、区役所さんの考えている

こととちょっと違うかもわかりませんけども、そういう格好でスムーズに行いたいと。で

ないと、参加する方も、ただついて歩いていっただけとかという格好になってくるのでね、

考えてもらうということができないので。考えてもらうんやと、多分当日、みんなパニッ

クになって、真っ白になって、何をどうしていいか分からなくなるのでね、考えるという

ことの訓練をするという方向に持っていこうかなと思っております。 

【生田委員長】  貴重なご意見、ありがとうございます。 

 何か。事務局からございますか。 
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【大宅地域課長代理】  地域課長代理の大宅です。 

 今、小林委員からいただいたご意見で、去年もコロナ禍ではあったんですが総合防災訓

練の前に各地域で希望を募りまして、事前に、10月ぐらいには今おっしゃったような事前

の訓練をリーダーさんを含めて、原田委員のところで作っていただいた一時避難場所の動

画を視聴するということも含めまして、各地域でそういう事前の訓練というのをやらせて

いただきましたので、今年に関しましても、当日の訓練がスムーズにいくように、訓練の

訓練みたいな形でやらせていただこうと思っておりますので、これはまたそれぞれ地域課

の防災担当、それぞれ地域担当ってありますので、ご相談いただきましたら、その規模と

かやり方についてはご要望にお応えできるような形で事前の訓練というのもやってまいり

たいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上です。 

【生田委員長】  ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 原田委員、お願いいたします。 

【原田委員】  原田です。 

 今、小林さんのほうからそういうふうなお話、確かに私のほうも時間的に難しいと思い

ます。 

 実際に起こったときのことを考えてみますと、訓練ばっかりじゃなくて、実際に本番が

起こった場合にどのようにしていったらいいかということで、一時避難所に皆さんは行っ

てくれるので、地震のときはちょっとだけ時間的に避難所のほうは余裕があるんですが、

実際のところ、私のところの場合には、この間も見ていただいた防災リーダーは１と２と

いうふうに２つに分かれて、今回の水害のときは全員が学校のほうに駆けつける訓練をし

たんですが、地震のときには１と２ということで、半分の方が学校のほう、避難所のほう

に急行すると。あとの半分の方は、各町会内で誘導等やり、本当に家が倒れてきたとかい

ろんなことになったときは、その防災リーダーを中心に救助等をすると。もし人手が足り

ないということであれば、学校のほうに、避難所に詰めてきた人たちの中からこちらの用

意ができている分で人が余ってきたという点で応援に行くというような形を取っていこう

ということにはしております。 

 実際に、訓練だけの場合ですと、今の避難所をつくるときには管理班とか本部とか何と

かとか言うて、いろいろと班分けをして動くんですけども、最初は、私は、全員で管理班
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みたいなもので立て看板を立てたり教室のしつらえをしていくと。鍵を開け、部屋を避難

できるような形にしていくということをみんなでやろうと。実際に学校のほうに駆けつけ

てくれた人たちの中では、そういうふうな形を取る。あとですね、みんなが来るようにな

ってきた時点で、初めて管理班は管理のほうに回ってくださいと。だから、そこまでは班

は分けていないというか、いる人は全員でもって手分けしてやるというような、学校自身

に、私のところのＤＶＤを作らせていただいたときにも、学校が使えるかどうかから始め

なあかんわけですね。教室もしくは校舎等でどこか破損している場所があったりして、こ

こでは避難できないなと、いや、できるようだということの判断をして、それから初めて

避難所をつくっていくということからいくと、その辺にも人が要りますし、また、今のこ

こにありますような看板を立てに行ったり、それから掲示物を各教室の表に貼りに行く、

鍵を開けに行く、いろんな者が手分けしてやっているんですけども、そういうことが実際

になったときに一緒になってできるかなと。できなくても、取りあえずみんなが来た時点

では、何とか、後追いになっていくかもわかりませんけど、例えば１時間ぐらいで解除す

るというか、帰ってもらうんやったらいいんですけど、被害が大きいときには、先ほどの

火事じゃないですけども、何人もの方が学校で避難生活をすることになるというようにな

ったときにはどうしていくかと。そのときにちゃんと班をつくっていかなあかんと。ただ、

今の防災リーダーとか町会長も帰宅困難者になっているかもわからん。だから、思うてた

ほどの人数が集まらないかもわからない。だから、その辺のところもやっぱり考えておか

ないと、誰々いないって。この人、責任者おれへんやんと。ほな、もうその部分できませ

んよというような格好になっても具合悪いので、だから、ある程度一回一回ちょっと違う

班のこともやってみようというような形で、こないしてたよ、前のときこうやったよとか

いうことで、みんなで言いながら、私も、先ほどの小林さんやないけど、真っ白になるか

分かりません。真っ白になっても、今のうちにいろいろと皆さんにお話をしとけば、こう

言うてはったよとかいうことで、だんだんこっちも正気に戻っていくのかなというふうに

も思うんですけども、そういうふうな格好で、できるだけやっぱりある中で、役所の考え

と、また私たち地域の者の考えというようなものも、お互いに、どういうんですかね、協

調し合うというんですか。そういうふうな形でもって進めていきたいなというふうに思っ

ております。 

 以上です。 

【生田委員長】  ありがとうございます。 
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 どうでしょう、ほかご意見等いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 上田委員、お願いいたします。 

【上田委員】  すみません、上田です。 

 物すごく細かい話なんですけど、これ、防災訓練が始まったときに「防災スピーカーか

らサイレンが鳴ります」と書いてあるんですけども、このサイレンというのは、先ほどの

防災情報の収集方法の防災スピーカーから流れるサイレンのどんなサイレンが鳴るんです

かね。 

 要は、防災スピーカーからは、ここに、先ほどちょっと資料では、例えば大津波警報と

か津波警報とか警戒レベルとか、いろいろサイレンの種類が何かいろいろあるみたいなん

ですよね。今回のこのサイレンというのは、あくまでも用意ドンのサイレンなのか、それ

とも防災のためのサイレンなのか、何ていうんですか、より現実に沿った、本当に有事の

際に沿ったサイレンなのか、用意ドンみたいなサイレンなのか、どっちなのか。 

 いや、私もこのサイレンの種類って聞いたことがないので、せっかくやったらとはちょ

っと思ったんですけども。 

 ただ、でも、ここには警戒レベル５とか４とかいうのは、これ、多分水害を想定したや

つなので、そうなってくると、変に動くのもどうなのかなというところもありますし、ち

ょっと、非常に細かい質問で申し訳ないんですが。 

 以上です。すみません。 

【小林地域課長】  地域課長の小林です。 

 先ほどの、資料４の13ページのところに防災スピーカーのサイレンパターンが載ってい

たかと思うんですけれども、そちらの中の緊急地震速報（震度５弱以上）、こちらを鳴らす

予定にはしておるところでございます。 

 ちょっと危機管理室の都合上、鳴らせない場合もありますが、一応その地震、震度６強

の直下型地震の想定でございますので、こちらを鳴らさせていただいて、本当に地震が起

こったぞというような形で開催したいなというふうには考えております。 

 よろしくお願いします。 

【生田委員長】  ありがとうございます。 

 緊急地震速報のあの音が流れる予定ということですかね。 

 ちょっと驚かれる住民の方も。 

【原田委員】  訓練でもですか。訓練でも同じことを。 
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【小林地域課長】  同じような形で鳴らさせていただきたいと考えております。 

 ただ、この総合防災訓練を住吉区はやりますという情報を事前に区民の皆様にはホーム

ページや広報紙、いろんなもので周知させていただきますので、若干驚かれるのかもしれ

ませんが、それに近い形のサイレンを鳴らさせていただきたいと思います。 

 ちょっと同様のほうがよくないということで、ご意見であれば、違う形の。 

【池田地域担当司令】  テレビで流して何か問題になってませんでしたっけ、最近。 

【生田委員長】  そうですか。 

【原田委員】  やっぱり訓練は訓練とかいうのを先に言ってもらわないと。これ、サイ

レンであれば、それを、そういうようにできるのかどうか分かりませんけどね、どうなん

かなという、そういうふうに思いますけどね。 

 やっぱり「訓練です」ということは先に言っていただかないと、何ぼ周知したつもりで

も、実際に皆さんちゃんと分かっていただけるかって。「回覧、回したよ」とか言われても、

見ない人もいっぱいおると思うので。 

【小林地域課長】  地域課長の小林です。 

 申し訳ないです。ちょっと言いそびれましたけれども、もちろん最初のほうには「訓練

です」「訓練です」ということで、放送はさせていただきます。 

 880万人訓練とかＪアラートのときの放送と同じように、最初に「訓練です」というアナ

ウンスはさせていただきます。失礼いたしました。 

【生田委員長】  ありがとうございます。 

 ほか、いかがでしょうか。訓練に関して。総合防災訓練に関してよろしいでしょうか。 

 では、次に進ませていただきます。 

 議題の３「個別避難計画（個別支援プラン）の作成について」、事務局から報告をお願い

いたします。 

【次井地域課防災担当係長】  地域課防災担当係長、次井でございます。 

 個別避難計画（個別支援プラン）の作成についてご説明させていただきます。 

 資料６をご覧ください。 

 住吉区では、区から提供する災害時要援護者支援台帳を基に地域活動協議会において日

頃から地域の中で避難行動要支援者の方々に声かけや見守り活動を行っていただくなどの

体制をつくっていただき、顔の見える関係をつくってもらった上で災害時の個別支援プラ

ンを作成し、災害時に一人でも多くの命を助けていただく地域の支え合いの仕組みである
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住吉区地域見守り支援システムの構築に取り組んでおります。 

 令和３年５月の災害対策基本法の改正により、避難行動要支援者の円滑かつ迅速な避難

を図る観点から、個別支援プラン作成について市町村の努力義務化となりました。概ね５

年以内で個別支援プランを作成する必要があることから、24区が総じて推進していけるよ

う、大阪市として個別避難計画作成手順書を作成いたしました。当区におきましても、引

き続き各地域活動協議会や町会等の状況に応じ、住吉区地域見守り支援システムや本改正

の趣旨の説明を行い、実効性のある個別支援プランの作成に向けて取り組みを進めてまい

ります。 

 住吉区の令和４年３月末現在の作成完了割合は11.8％でございます。後ほど11ページの

資料をご覧いただきたいと思います。 

 災害対策基本法の改正に伴いまして避難支援等実施者の記載が必須とされたために作成

完了割合が大幅に低下しまして、今後避難支援等実施者の記載を行っていただくこととし

ております。 

 取組目標につきましては、令和８年度末まで全地域において個別支援プランの作成完了

を目指し、令和４年度末時点の個別支援プラン作成完了割合の目標を30％としております。 

 次のページをご覧ください。 

 令和３年５月に一部改正がありました災害対策基本法の概要でございます。 

 右側２番の個別避難計画の作成をご覧ください。 

 平成25年に避難行動要支援者名簿作成が義務化されまして、約99％の市町村において普

及が進みましたが、いまだ災害で多くの高齢者が被害を受けており、避難の実効性の確保

に課題があるところでございます。その対応といたしまして、避難行動要支援者の円滑か

つ迅速な避難を図る観点から、令和３年５月に個別避難計画作成について市町村の努力義

務化となりました。熊本地震など、この個別避難計画ができたところは被害を最小限にと

どめることができております。 

 当区におきましても、30年以内に70から80％で起こると予測されている南海トラフ地震

をはじめとする巨大地震や、大和川に隣接する区として大雨による大和川氾濫等の水害に

引き続き警戒が必要であり、一人でも多くの命を救うことができるよう個別支援プラン作

成を推進してまいりたいと考えております。 

 次のページをご覧ください。 

 皆様ご存じの方もいらっしゃるかとは思いますが、災害時要援護者とは、大地震や風水
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害などの災害が発生したときに自分や家族の力だけでは安全な場所に避難できなかったり、

避難所での生活において周りの人の手助けや特別な配慮が必要な人たちのことです。具体

的には、下にお示ししております①重度の障がい者の方、②要介護・認知症の方、③難病

患者の方で、住吉区ではこちらの①から③で約１万人弱の方がいらっしゃいます。 

 ④から⑦の方は、手挙げで自ら地域の方々に対して日頃からの声かけや見守りを希望さ

れる方になります。 

 裏面をご覧ください。要援護者支援台帳作成に向けた流れになります。 

 先ほどの①から③の方には、本人の意向確認を行うために毎年２月に意向確認書を発送

しております。他市町村の回答率は３から５割ですが、住吉区では８割以上の回答をいた

だくことができております。未回答の方に対して、民生委員の皆様のご協力により戸別訪

問を行っていただき、改めて意向確認をしていただいていることで、高い回答率となって

おります。 

 次のページをご覧ください。 

 災害時要援護者支援台帳登録申請書兼同意書の記載例でございます。真ん中よりやや上

にございます、同意して登録を希望されるか希望しないかのどちらかにチェックを入れて

いただき、本人欄の氏名、住所等を記入してご返送いただきまして、登録を希望される方

は裏面もご記入いただくこととなっております。 

 めくっていただいて、裏面をご覧ください。 

 右上の太囲みの自宅状況には、救急カプセル、緊急通報システムのある・なしを書いて

いただきます。 

 次に、真ん中の居住建物の構造、ふだんいる部屋、寝室の位置を記入いただくことで、

災害時に速やかな救助につながるように、また、下の使用薬・容量につきましては、避難

生活などで持病の対応ができるように記入していただいております。 

 個別支援プランを作成していただいた折には、救急カプセルに入れていただきたいと思

っております。 

 次のページが個別支援プランのサンプルでございます。先ほどの申請書内容を個別支援

プランに反映させていただき、スムーズに個別支援プランの作成ができるようにしており

ます。 

 真ん中あたりの避難支援者の項目については、これまで要援護者の方から災害時にこち

らに個人名の記載をされた方が必ず救助に来てもらえるといった誤った認識をされるため
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に、個人名を記載していただくことで避難支援者に責任が発生するというお声をいただい

ておりまして、この間、住吉区では記入していただかなくてもよいとお伝えしていたんで

すけれども、災害対策基本法では必須項目であるということを確認いたしましたので、個

人に負担がかからないよう地域活動協議会や町会などの団体名を記載していただければと

思っております。住所、電話につきましては、地域の集会所の所在地を記載していただき

たいと思っております。 

 めくっていただいて、裏面のほうですが、上部に一時避難場所、災害時避難所等の避難

場所を載せさせていただいております。こちらの地図には、自宅、一時避難場所、災害時

避難所をお示ししていますので、安全な避難経路を事前に記載していただくことで迅速な

避難につながりますので、こちらのほうも記入していただきたいと思っております。 

 下の欄には、車椅子が必要であるなど避難方法や災害時の配慮事項を記入していただい

ております。 

 こちらの個別支援プランが完成した際には、住吉区役所、住吉区社会福祉協議会、避難

支援者へ提供させていただくことで、少しでも迅速な救助につなげることができると考え

ております。 

 次のページは、住吉区地域見守り支援システムの進捗状況の表でございます。 

 左から令和４年３月末現在の台帳登録者は5,769名で、台帳登録者訪問は既に135町会中

114町会、日頃からの声かけ・見守り活動は86町会にご協力いただいております。日頃から

の声かけ・見守りをしていただくことで、災害時に迅速な救助につながると考えておりま

す。 

 次に、その右の個別支援プランの避難支援者欄は未記入ですが、この間、73町会の1,49

4名のプランを作成いただいております。 

 めくっていただき、13ページをご覧ください。 

 この表は、令和４年２月18日に発送した意向確認書の発送状況でございます。 

 表の一番下の欄をご覧ください。左から新規・未回答者を含め、1,399名の方に送付しま

して、５月19日現在で726名の方から返送があり、返送率が60％となっております。返送内

訳としましては、登録される方が423名、登録されない方が303名との回答をいただきまし

た。残りの487名の方のうち、生活保護受給者や精神障がい者、施設入所者等を除く336名

の方につきまして、民生委員の皆様に６月から７月に戸別訪問を依頼させていただきまし

た。 
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 すみません、最後めくっていただいて、15ページのほうをご覧いただけますでしょうか。 

 こちらは、資料６関係の原田委員よりいただきました事前意見に対する対応方針でござ

います。 

 いただいたご意見としましては、災害時要援護者支援台帳についてですが、「災害時に町

会は安否確認で精いっぱいである。遠里小野だけでも約170名の登録者がいるが、実際の災

害発生時に区役所はどのような対応をしてくれるのか。また、地域での対応に関する知恵

や手法を教えてほしい」のご意見をいただきまして、対応方針ですが、地震の際に区役職

員がすぐに駆けつけることは困難でありますが、近隣に居住している緊急区本部員や直近

参集者などが迅速に駆けつけ、区災害対策本部を設置し、状況把握に努めまして、災害時

避難所への職員派遣や各班へ状況に応じた割り振りを行い、対応することとなりまして、

災害時要支援者への支援を行うことは、ちょっと残念ながら難しい状況という内容でござ

います。 

 東日本の教訓を踏まえまして、国は平成25年６月に災対法の改正を行いまして、災害時

要援護者名簿の作成を市町村に義務づけ、要援護者からの同意を得て平常時から避難支援

関係者に情報提供できるようになりました。また、令和３年５月の災対法の改正に伴い、

個別支援プランの策定が市町村の努力義務化となりました。住吉区では、これらの法改正

を受けまして、日頃からの見守り活動や声かけを通じて、地域において日頃から顔の見え

る関係を築いていただき、災害時の個別支援プランを作成し、災害時に一人でも多くの命

を助けていただく住吉区地域見守り支援システムの構築を進めております。 

 災害時要援護者支援台帳の登録者への訪問や個別支援プランの作成を通じて、地震発生

における町会一時避難場所の安否確認を円滑に実施していただくための一助となるものと

思っております。 

 裏面のほうに続きます。今後、総合防災訓練や町会単位での訓練など地域役員と相談し

ながら、台帳や個別支援プランを活用した実効性のある一時避難場所での安否確認訓練や、

搬送が必要な方の情報伝達訓練等を検討してまいりたいと思っております。 

 水害時においては、暴風警報や大雨洪水警報などが発令された段階で区役所の情報連絡

体制を構築し、職員が区役所で待機しておりますので、大和川の水位情報や気象情報等を

確認しまして、警戒レベル３に達する可能性がある場合は、その約２時間前には職員を動

員しまして災害時避難所の開設準備を行います。その際に地域活動協議会会長へも連絡さ

せていただきますので、町会長や防災リーダー等に連絡していただきたいと考えておりま
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す。 

 災害時要支援者に対しましては、個別支援プランの集計表に記載している浸水想定をご

確認いただきまして、浸水するおそれのある場所にお住まいの方へ避難情報の事前のご連

絡をお願いしたいと考えております。 

 今後は、大和川の水害時における避難情報の事前の呼びかけと、台帳や個別支援プラン

を活用した実効性のある情報伝達訓練についても検討してまいりたいと考えております。 

 資料６については、以上でございます。 

【生田委員長】  ありがとうございました。 

 では、本件についてご質問等いかがでしょうか。 

 畑委員、お願いいたします。 

【畑委員】  医師会の畑です。 

 細かいところで、今後の対応でいいんですけど、個別避難計画の作成についての資料６

の８ページの薬のところなんですけど、薬って、ちょっとこれじゃ、何か出せないんです

よね。まず薬品名と容量と、あと剤形と飲み方ですよね。これ、そろっていないと、要す

るに僕らの言う処方箋が切れないんですよね。薬剤師さんは何出してええか、どういうふ

うにしていいか分からないので、ちょっとそれも。 

 もちろん、お薬手帳に全部書いてあるので、お薬手帳を持ってきていただくと、もうそ

れは全然心配ないんですけど、お薬手帳がない、ちょっとね、お金かかるとか、たしかか

らんとかがあったので、もしかしたら持っていない方は非常にちょっと気をつけていただ

かないと、避難所で出せない格好になります。 

 あと、この下にインシュリンと書いてあるんですけど、これも、ものと何単位をどんな

ふうに出すかというのも一緒にないと、よく分かってる人が横にいてるといいんだけど、

避難してきて、インシュリン、大体、朝昼晩打つか、朝１回か、多分どっちかが一番多い

んですけど、それもちょっと困る格好になりますのでね。 

 大体薬さえ分かれば、はっきり言ってどんな病気かというのは大体皆想像できますので、

はっきり言って病名よりも薬が大事かなというぐらいなので、ぜひちょっと分かりやすい

ようにお願いします。チェックだけです。今すぐは無理かもわからないけど、また今後作

られるときにお願いします。 

【次井地域課防災担当係長】  ありがとうございます。今後の参考にさせていただきま

す。 
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【生田委員長】  ありがとうございます。 

 ほかいかがでしょうか。 

 何かこう、多分なかなか大変なことだと思いますので、何か少しでもスムーズに進むよ

うに、何かアイデアをいただければと思いますが、いかがでしょうか。 

 では、井西委員、お願いいたします。 

【井西委員】  井西です。 

 私ども社会福祉協議会見守り相談室は、区とともにこちらの地域見守り支援システムの

構築のために事業を進めておるところでございますが、災害時に要支援台帳を、同意確認

をさせていただいておるところでございますが、災害時に特化し過ぎると、やはり、質問

でもありましたように災害時のための台帳であるという認識を特に強く持たれて、災害時

以外は使用しないデータであるというようなものであると、誤解と言うたらあれですけど

も認識をされがちですが、災害時に有効的に使っていただくために平常時の見守り活動を

見守り相談室は地域の皆様にご説明をさしあげているところでございます。私どもはエリ

アにＣＳＷを配置して、未回答の方への同意確認も進めておりますし、地域の民生委員の

方々にも協力していただいて、今現在この時期、訪問で回答率を上げるような取り組みも

しております。 

 地域の見守り支援システムというのを構築するために見守り支援員さんも配置させてい

ただいて、その方に平常時の見守り活動の強化をさらに取り組んでいって、災害時につな

げるような取り組みを強化していきたいなと思っているところでございます。 

 以上でございます。 

【生田委員長】  どうもありがとうございました。 

 じゃ、ほかいかがでしょうか。 

 何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 では、以上、議題は以上で終わりになります。 

 どうぞ。 

【小林地域課長】  すみません、地域課長の小林です。 

 先ほど畑委員のほうから救急セットの中身についてちょっとご質問をいただきまして、

今現在入札中でございますので、型番は決定していないのでございますが、品目としては

19から20品目ございまして、消毒液とかばんそうこうとかサージカルテープ、ガーゼ、包

帯、三角巾、ピンセットとかシーネとか、そういったものが入っている救急セットという
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形になっておりますので、また決定次第ご確認いただきたいと思っております。 

 以上でございます。ありがとうございます。 

【生田委員長】  ありがとうございました。 

 じゃ、一応、議題のほうはこちらで終わりになります。 

 様々なご意見が出されまして、まだまだ議論し尽くせないということもあると思います

が、もう時間の関係もございますので、一旦議論については終了させていただこうと思い

ます。 

 何か最後にこれだけは言っておきたかったということなどがございましたら、いかがで

しょうか。 

 原田委員、どうぞ。 

【原田委員】  原田です。 

 最初のところで、畑委員のほうから言われていましたＪＲの駅のところにそういうこと

はできないかということだったんですが、私のほうで、今、まだ先の話になるんですが、

高野線を高架にするというときに、高架になったときの電車の走っているところの下に１

つ受けてですね、フロアを造ってほしいというような話をちょっとしてあるんです。これ

を避難時に、今現在ね、南海本線の住之江の駅のところがそういうことに何を利用されて

いるかというのが分からなかったんですが、そういうふうな形で、ちょっと雨風はしのげ

て、そこで少しの間、生活とまではいきませんけども、小学校の場合は追い出されるとい

うか、早く授業をしたいから出ていってほしいというのが学校の意向になると思うんです。

ですから、そういうときに逃げていける場所ということで、高野線の下ですと30センチぐ

らい浸水した場合でも水があるんですが、そのぐらいだったら何とか、ちょっと非常階段

みたいなん造っていただいて、上に逃げられるようにと。それを遠里小野の人は我孫子前

の駅から延長で100メーターぐらいのところにそういうものを造ってほしいと。清水丘さ

んのほうには、沢之町の駅から南側のほうか北か分かりませんけど、そういうのを造って

ほしいと。 

 それで、この間、南海さんとお話をして、今までの報告ということもあってお聞きした

んですけども、そのときに、今、小田急の電車が、下北沢ですか、あそこのところの駅の

３つの駅が地下になったんです。そのために上が空いたんですね。その空いたところに線

路街と。「線路の街」という名前で５月の終わりから開放されたんです。それは大体原則と

して線路の幅を右に行ったり左に行ったりしながら散歩できるような、大体ね、1.7から２
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キロあるというんです。その中に、喫茶店もあればコンビニもあるというのがところどこ

ろに、その途中にあるんですね。「そういうふうなものをちょっと考えてくれ」と。「私が

初めに言うてたようなことはここはやってはるから、一遍見に行ってくれ」と。「小田急の

ほうへ行ってください」と言ったら、「ニュースで聞きましたので、私も興味を持っていま

す」と南海の方はおっしゃっていましたけども、そういうふうなので、何かまだ先で、い

つになるかという確実なことは言えないですけども、将来的にそういうイメージを持った

もので進んでほしいなと。高野線やなくて阪和線の場合は、今フェンスがしてあって、中、

草ぼうぼうで、何も使っていないというような状態で、今までの踏切の場所しか向こうに

渡れないというような形ですけども、できるだけどこからでも渡れるようにしてほしいと。

特に遠里小野の場合には２つの町会が東側にあります。消防署さんのほうに２つの町会。

それから、あとの８つの町会は線路の西側なんですね。これがいつも話をしていても、ち

ょっとこう、どう言うんですかね、同じような場に話ができにくいというので、できるだ

け線路で隔離しているやつは、何とか間を通ってこっちと向こうと行き来ができるような

場所にしてほしいということで運動を始めたんですけども、その辺のところをちょっと頑

張ってほしいなと。そしたら、先ほどの畑先生のおっしゃっていたような、駅の近くにそ

ういうものを造ってもらったら、トイレぐらいは借りられるかなというふうに思っている

んです。そんなことができていけばと思って、今からちょっといろいろと南海さんのほう

にもリクエストしているような状態です。 

 以上です。 

【生田委員長】  ありがとうございました。 

 ほか、何か言っておきたいということは、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 では、ありがとうございました。 

 ではですね、本日報告から議題のところがございまして、特に議題のところで、今年度

防災の取組というところで、いろいろとかなりの項目が出てきましたが、特に、ご議論も

いただきましたが、女性の視点を入れたという避難所運営というところが１つ大きなテー

マに今年度なっております。もちろん、幅広くトランスジェンダーの方を含めての対応と

いうのも大事だというところも、皆さん、頭の中にあると思うんですが、まずは、しょっ

ぱなはその女性の視点を入れたものをできる範囲でやってみようというところ、これ、本

気でやってみようというのが多分今年の総合防災訓練のテーマにもなってくるのかなとい

うふうに思いますので、実際やってみたら、やっぱりいろんなまた不都合とか難しい点が
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どんどん出てくると思います。避難所のスペースが足りないというのもやっぱり出てくる

と思いますが、そのあたりも、原田委員おっしゃるような創意工夫でテントなんかを使っ

てみたり、段ボールのパーテーションの高さを微妙に、何センチにするかとか、そういう

細かいところまで、実際やってみて初めて分かるということがいっぱいあると思いますの

で、ぜひチャレンジしていただきたいなと思います。 

 パーテーションの高さ、実際東日本の避難所も、私も回りましたけど、やっぱり120ぐら

いですね。大体手すりの高さぐらいが割合多くて、下で寝転がっていたり座っていらっし

ゃったら見えない。けど、立ち上がったら見えるぐらいのところですが、やっぱり寝転が

っていらっしゃると、いらっしゃるかいらっしゃらないか分からないところもありますの

で、その辺の高さも、やっぱりプライバシーを確保しながら、ただ見守りもできるという

高さというのをやっぱり考えていっていただくというのも、それもやってみないと多分分

からないというところもあると思いますので、事前に総合防災訓練で入れていただければ

と思います。 

 あともう１つが個別避難計画。こちらのほうも、もう今年度はかなり進めていくという

ようなお話ですので、実際の実態に合った登録の方法というものも住吉区では大分検討さ

れているということで、ひとまずはそれなりに進んでいくということも期待できるかなと

思うんですが、あとは、その後ですよね。その計画をいかに、まだこれも訓練に落とし込

んでいくかというところがポイントになるかなというふうに思います。これもやはり、少

人数でもいいので一度やっぱりやってみてというところになるのかなというふうに思いま

す。 

 ただ、どんどん入れていくと、小林委員おっしゃるように、もう今でもかなりタイトな

のに、なかなか全ての訓練を全部入れると半日でやるのは多分なかなか大変だと思います

ので、幾つか分散していって、テーマを決めていってやっていって、それを全地域で全て

の訓練をするとなると、やっぱりまた大変だと思いますので、篠原委員おっしゃるように、

各地域で共有して、お互いに、住吉区、そんなに広い場所ではありませんので、各地域で

交流して、お互いの訓練に参加すればいいかなというふうに思いました。 

 とにかく今年大きなテーマが個人的には２つあると思いましたので、そのあたりがいか

に進んでいって、11月の総合防災訓練をどこまでできるかというところもあると思うんで

すが、非常に楽しみだなというふうに思っておりますので、また引き続きよろしくお願い

いたします。 
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 では、最後、区長からお願いいたします。 

【平澤区長】  区長の平澤です。本日は、貴重なご意見たくさんいただきまして、本当

にありがとうございました。 

 おりおの地活協での初めての水害対策に特化した防災訓練ということで、原田委員のほ

うから詳細なご報告いただきまして、本当にありがとうございました。また近隣の清水丘

地域の方も見学に行かれたということで、こういった地域で連携した防災訓練というのも

進んでいけば、非常に有意義かなと思っておりますので、またこういった事例のほうは区

役所のほうも各地域のほうには伝えていきたいと思っているところでございます。 

 そして、先ほど生田先生からもありましたけども、今年度キーテーマということで女性

の視点を踏まえた避難所運営ということに今年はちょっと重点を置いていきたいなと考え

ております。委員の皆様からいただきましたように、女性だけではなくてもっとほかにも

いろんな視点でやっぱり配慮していくということも必要かなと思っておりますので、そう

いった観点ももちろん入れていきながら、今年はまず女性でという形で入れていきたいと

思っております。やっぱり場所的な制約もいろいろありますので、全てできるかというと

なかなか難しいという現状も非常によく理解しておりますので、まずできる範囲でどんな

ことが工夫できるかというあたりと、女性の目線というのはこういうものかなといったあ

たりも、ちょっと今回初めてトライすることで少しずつ見えてくるかなと思っております

ので、そのあたりのご協力をぜひともお願いしたいと考えております。 

 また、個別避難計画につきましては、法律改正もありまして、概ね５年以内でという形

も出てきております。やはり我々といたしましても、既に進んでいるところをきっちりま

ず、誰が支援するかというあたりも入れていくということもやりつつ、やはり水害の被害

が大きいと想定されるところから手をつけていくということも大事かなと思っております

ので、ちょっと地域の状況も見ながらですけれども、大和川の氾濫の被害が想定の大きい

ところからぜひともお願いしていきたいなと考えているところでございますので、なかな

か、これもお願いばかりですぐにできるものでもないということもございますし、登録し

ても実際に災害になったときにどうやって皆さん支援するのかという、つくったものの本

当に活用できるのかという不安も確かに、原田委員からも質問がありましたとおり、そう

いった問題もあろうかと思いますけれども、まず日頃の見守りでそういった関係をつくる

ということで、災害のときの、どこそこにこんな人いてたなということで見に行ったりと

か、そういうフォローにも使えるかと思いますので、また少しずつ把握するところから始
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めると。いきなり全ての項目を埋めるということではなくて、埋められる項目から入れて

いくということで、一つ一つ進めていければいいかなと思っておりますので、またそのあ

たり、意見交換もさせていただきながら進めていきたいと考えております。どうぞよろし

くお願いいたします。 

 本日は、いろいろご意見いただきまして、ありがとうございました。 

【大宅地域課長代理】  委員の皆様、本日も長時間のご議論ありがとうございました。 

 次回の防災専門会議ですけど、11月12日が総合防災訓練となっておりますので、事前に

はなるんですが、令和４年10月26日、水曜日ですね。18時30分からこの会議室でまた行い

たいと思っております。 

 これをもちまして、令和４年度第１回住吉区防災専門会議を終了させていただきたいと

思います。本日は誠にありがとうございました。お疲れさまでした。 


